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同一労働同一賃金への対応状況 ①
「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況

（R４年11月25日：厚生労働省）

 運輸業：パート・有期雇用労働を雇用している割合５６.６％ （全産業75.4％）

 不合理な待遇差の禁止に対応するための見直し状況

「見直しを行った」⇒28.5％ 「待遇差はない」が⇒28.2％

両者を合わせて約６割

 企業規模 300 人以上は「見直しを行った」と「待遇差はない」を合わせて８割程度

50 人から 299 人は７割弱、49 人以下は６割を切っている。



同一労働同一賃金への対応状況 ②
見直しを行った企業のうち、その実施内容は

「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直し」 ⇒19.4％と最も高い。

見直しを行った企業のうち、見直した待遇（複数回答）の内容

①「基本給」⇒45.1％

②「有給の休暇制度」⇒35.3％

③「賞与」⇒26.0％

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「扶養手当」「その他の手当」
は高く、「基本給」の割合は低い。



本日のポイント！

同一労働同一賃金に対する適切な対応が、

生産性アップに繋がる

利益が上がる



同一労働同一賃金

パート・有期雇用労働法 「均衡待遇規定」

労働契約法 「均等待遇規定」を

労働者派遣法 統一的に整備

◎不合理な待遇差の解消すること

◎説明義務の強化 （14条2項）

◎行政による紛争解決制度

※但し、最終的判断は司法に委ねられる。



均衡待遇 （パート・有期雇用法 第8条）

パート・有期雇用労働者と通常の労働者との間で基本給、賞与

その他の待遇のそれぞれについて、不合理な相違を設けてはならない

不合理か否かは個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして

①職務の内容

②職務の内容・配置の変更の範囲 考慮要素

③その他の事情

のうち待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに

基づき判断する。



均等待遇 （パート・有期雇用法 第９条）

①職務の内容

②職務の内容・配置の変更の範囲

通常の労働者と同一のパート・有期雇用労働者につい
ては、パート・有期雇用労働者であることを理由として、
基本給、賞与その他の待遇について、差別的取扱いを
してはならない。



どの考慮要素に基づいて判断するのか

職務の内容に関するもの

基本給、資格手当、役職手当、皆勤手当 など

職務の内容・配置、の変更に関するもの

住居手当、管理職手当 など

その他の事情

扶養手当、夏期冬期休暇、年末年始手当

住居手当 など



最高裁判決①（2020年10月13日）
大阪医科薬科大学事件 （賞与の支給）

高裁：賞与の性質「在籍し、就労していたことそれ自体に対する対価」

アルバイトに賞与を出さないのは違法⇒６割の支給を認めた

最高裁：正職員は毒劇薬試薬の管理などに携わり、仕事が易しかった

アルバイトとは業務内容に違いがあった

⇒高裁判決を見直し、賞与分の請求を棄却



最高裁判決②
日本郵政事件（年末年始・扶養手当、休暇など）

・夏期冬期休暇：心身の回復を図るという目的

・年末年始手当：業務に従事したことに対し、その勤務の

特殊性から支給される対価

・扶養手当：生活保障や福利厚生を図り、生活設計等を容易にさせ、

その継続的な雇用を確保する目的



最高裁判決③
・メトロコマース事件 （退職金の支給）

高裁：長年の功労報奨の性格を有する部分に係る退職金、具体的には正
社員と同一の基準に基づいて算定した額の４分の１に相当する額すら支給
しないことは不合理と判断

最高裁：正社員との間で役割などに差があったと判断。契約社員として10
年前後働いた点を考慮しても、退職金の不支給は不合理とまでは評価でき
ない



正社員 契約社員 パート 嘱託社員 ・・・

職務内容

職務変更範囲
配置変更範囲

支給目的

基本給 職務内容
役割、責任

月給 時給 時給 時給

賞与 業績分配
成果給

〇 × × ×

退職金 〇 × × ×

役職手当 〇 × × ×

扶養手当 〇 × × ×

住居手当 住居に要する
費用の補填

〇 × × ×

通勤手当 通期に要する
費用の補填

〇 × × ×

福利厚生

休暇

・・

待遇差の
合理的な
説明が必要



そもそも職務とは？
三面等価の法則

「職務分析・職務評価の基礎講座」

西村 聡 著
義務

結果責任権限



業務の洗い出し・職務分析

ムリ・ムラ・ムダの削減

⇒残業時間減少⇒生産性の向上

同一労働同一賃金

⇒根拠の明確化⇒信頼性の向上

多様な働き方

⇒短時間正社員、テレワーク

⇒事業継続性の向上



働き方改革



支援ツール

パート・有期労働ポータルサイト

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

兵庫働き方改革推進支援センター

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hyogo/

電話、メール、来所、個別訪問



雇用関係助成金
働き方改革推進支援助成金

⇒本年度助成金交付申請期限12月31日

業務改善助成金

⇒本年度助成金交付申請期限1月31日

年収の壁・支援強化パッケージ（キャリアアップ助成金）



キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）

キャリアアップ
助成金

社会保険適用時
処遇改善コース
https://www.mhl
w.go.jp/content/
001162115.pdf



キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）



助成金の対象は誰？

2023年10月以降に新たに社

会保険の被保険者の要件を
満たす人

・厚生年金の被保険者数が
101人以上

・週の所定労働時間が
20時間以上

・所定内賃金が月額
8.8万円以上

・学生でない
キャリアアップ助
成金「社会保険
適用時処遇改善
コース」厚生労働
省（2023/10/20）



1年目（10万円×2回）
15%以上相当の手当支給
月額88000×15%×12ヶ月
＝158400（支出増）

2年目
・15%以上の手当

・3年目の18%以上の増額

いつまでもらえるの？

2025年度末

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）



キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）



キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）



キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）



キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）



就業規則への
規定（届出）が

必要

・割増賃金算
定対象

・所得税、住民
税課税対象

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇
改善コース」厚生労働省（2023/10/20）



お問い合わせ

・兵庫働き方改革推進支援センター

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hy
ogo/

電話、メール、来所、

個別訪問（原則3回、職務分析は最大６回）

全て
無料


